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１．計画策定の意義 
    本組合は、中間市と遠賀郡４町（水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町）で構成された一部

事務組合であり、廃棄物処理はその主な事務の一つである。 
    ごみ処理については、収集運搬、中間処理、最終処分を組合で共同処理しているため、

本計画についても組合で一括策定するものである。 
  近年、地球温暖化をはじめ環境対策は世界共通の課題となっている。 
  身近な環境問題として生活様式の多様化や産業構造の変化に伴い発生する複雑多岐に

わたる廃棄物を環境に配慮して適正に処理することは自治体に課せられた重要な課題で

ある。 
  このような課題を解決し、快適で潤いのある生活環境をつくり維持していくためには、

大量生産、大量消費、大量廃棄に支えられた社会経済、ライフスタイルを見直し廃棄物循

環型のごみゼロ社会を目指していくことが必要であり、そのためには住民、事業者、行政

それぞれが自らの役割を自覚し、三者が一体となった取り組みを進めていくことが重要で

ある。 
  管内のごみ処理については、平成１９年４月から稼働の遠賀・中間リレーセンターで可

燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを中間処理し、その内可燃ごみについては、北九州市に焼却

処理を委託している。 
    また、中間・遠賀リサイクルプラザでは、ビン・カン、ペットボトル、紙パック、 プ

ラスチック製容器包装の中間処理を行っている。 
  組合並びに構成市町では北九州市と一体となり、廃棄物の減量やごみの発生抑制（リデ

ュース）、再使用（リユース）、再生（リサイクル）の３Ｒを基本とした資源循環型社会

の構築に取り組む方針である。         
    本計画は、このような方針のもと、一般廃棄物の大部分を占める容器包装廃棄物につい

て、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器包装リサイ

クル法」という）第８条に基づいて住民、事業者、行政それぞれの役割を明らかにすると

ともに、三者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
２．基本的方向 
    組合及び構成市町（水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町・中間市）は、次の基本的方向で

相互に協力する。 
    ① ごみの排出抑制とリサイクルを主とした循環型社会の構築 
        住民、事業者、行政が一体となった排出抑制、資源化、再生品の積極的な利用等の

促進                                   
 
    ② 廃棄物の適正処理を推進し、地域環境を保全 
        環境保全・資源循環を前提とした適切な処理施設の建設       
     
    ③ 不法投棄の根絶等をはかり環境美化を推進              
 
 
３．計画期間                                                             
    本計画の計画期間は、平成２０年４月を始期とする５か年間とし、３年ごとに改定す 

る。                                         
 
４．計画の対象品目 
   本計画は、容器包装廃棄物のうちスチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無色、

茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチッ

ク製容器包装を対象とする。 
 
 
５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 
    管内から排出される容器包装廃棄物の排出量の見込みは、下表のとおりである。   
   容器包装廃棄物の排出量                                     （単位：ｔ）  

  ２０年度   ２１年度   ２２年度   ２３年度   ２４年度 

  組   合   12,392   12,514   12,637   12,761   12,885 

 中 間 市    4,025    4,064    4,104    4,144    4,184 

 水 巻 町    2,636    2,662    2,688    2,714    2,740 

 芦 屋 町    1,358    1,371    1,384    1,397    1,410 

 岡 垣 町    2,553    2,578    2,603    2,629    2,655 

 

 各 
 
 市 
 
 町 
 
 内 
 
 訳  遠 賀 町    1,820    1,839    1,858    1,877    1,896 

 
 
 
 
 
 



 
  【種類ごとの内訳】                        （単位：ｔ） 
    

種   類 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
無色びん 897 906 915 924 933 
茶色びん 673 679 685 691 697 
その他びん 223 224 225 226 227 
紙製容器包装 2,636 2,663 2,690 2,718 2,746 
ペットボトル 673 679 685 691 697 
プラ製容器包装 4,149 4,191 4,234 4,277 4,320 

(うち白色トレイ) 111 111 111 111 111 
スチール缶 448 452 456 460 464 

 

アルミ缶 393 397 401 405 409 

 

ダンボール 1,796 1,815 1,834 1,853 1,872  

紙パック 393 397 401 405 409 

 

 
 
 
６．容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 
    容器包装廃棄物の排出の抑制のため、以下の方策を実施する。なお、実施するにあたっ

ては住民、事業者、行政がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携 を図る。 
  (1) 環境教育・啓発活動の充実 
    ① 廃棄物に関する意識の高揚 
       ごみ減量、リサイクル推進のため、リレーセンターやリサイクルプラザの見学など

あらゆる機会を通じ、住民、事業者に対し、ごみ排出量や処理経費の実態を示すなど、

リサイクル推進の必要性の認識を深めてもらう。 
    ② 容器包装リサイクル法についての周知 
       容器包装リサイクル法の趣旨と排出抑制、分別排出、再生利用の意義及び効果、ご

みの適切な出し方に関する啓発活動に積極的に取り組む。（ポスター・チラシ・広報

誌等による） 
 
  (2) 排出抑制と資源化の実施 
    ① 排出抑制の方策 
       従来からビン・カン類を資源ごみとした分別収集を行っていたが、平成５年１月の

家庭系ごみの指定袋制、平成９年９月の事業所ごみの指定袋制、さらに平成１９年４

月からプラスチック製容器包装指定袋制の導入を行い、分別の徹底、排出抑制を図っ

ている。この制度では、ビン・カン並びにプラスチック製容器包装は資源ごみとして、

指定袋の価格を低く設定することで分別排出を促し、資源化を推進している。 

 

 

 

 

 

 

 



 
    ② 集団資源回収等の推進 
        各市町において実施している集団資源回収で回収される資源物は年間に5,500ｔ

（うち容器包装類約 830ｔ）を超える実績がある。今後もこの地域集団回収を促進する

ため、各市町による登録団体へ奨励金助成を継続していく。 
 
      以下に、住民、事業者、行政それぞれの役割を示す。 
   《 住民の役割 》 
        ア ライフスタイルの見直し                        
            ・ごみ問題を意識した購買                    
            ・不用品の有効利用                          
        イ ごみ減量化・リサイクルに適した商品の購入      
            ・使い捨て商品の使用の自粛                  
            ・再生品の利用拡大                          
            ・エコマーク商品などの利用                  
        ウ 簡易包装に対する協力                          
            ・簡素な包装の商品の選択                    
            ・紙パックなどの販売店回収への協力          
            ・買い物袋などの持参                        
                                                            
      《 事業者の役割 》                                  
         ア 流通・販売段階での簡易包装の推進              
             ・リサイクルの容易な包装資材の使用          
             ・簡易包装の推進                            
             ・商品の包装に対する自主基準の設定          
         イ リサイクル型商品や再生品の普及                
             ・減量化・リサイクルに適した商品の積極的取扱い                       

          ・リサイクル型商品や再生品の積極的ＰＲ              
         ウ 販売した商品の自主回収の促進 
             ・空きびんポストなどの回収容器等の設置 
             ・家具、家電、自転車などの販売店回収の拡大 
         エ 事業活動に伴うごみの減量化・再資源化の促進 
 
      《 行政の役割 》 
         ア ＰＲ・啓発活動の実施 
             ・住民、事業者に対する減量化・資源化の啓発 
         イ 環境教育の推進     
             ・学習会、施設見学会等 
         ウ ごみ管理の指導 
             ・ごみと容器包装廃棄物の区分の徹底 
             ・減量化・リサイクル推進体制の充実 
         エ ごみの収集手数料等の見直し 

 

 

 



 
         オ 減量化、資源化の環境づくり 
             ・公共施設等を回収拠点などに活用 
             ・リサイクル情報や回収機器の提供 

・ 処理施設整備 
         カ 資源ごみ集団回収の促進 
             ・集団回収登録団体の拡大 
             ・集団回収助成金制度や優良団体の表彰 
 
７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る

分別の区分（法第８条第２項第３号） 
  収集運搬体制、施設処理体制の効率性や経済性を総合的に検討し、分別収集をおこなう

容器包装廃棄物の種類及び分別区分を下表のとおり定める。 
 

収集に係る分別の区分 
容器包装廃棄物の種類 

定期収集等 集団回収 
スチール缶 ○ 
アルミ缶 ○ 

無色のガラス製容器 － 
茶色のガラス製容器 ○ 
その他のガラス製容器 

ビン・カン（指定袋） 

○ 
紙製容器 紙パック（拠点回収） ○ 

ペットボトル ペットボトル（拠点回収） － 
食品トレイ 食品トレイ（拠点回収） － 

プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装（指定袋） － 
紙製容器包装 － 

 

段ボール 
 

可燃ごみ ○ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８． 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器  

包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令に定める物の量の見込み    

                          （法第８条第２項第４号） 
     特定分別基準適合物並びに主務省令で定める物の量の見込みは、下表のとおりで  

ある。 
 
〔組合全体〕                                      （単位：ｔ）  

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

スチール缶 337 309 283 259 237 
アルミ缶 223 223 223 224 225 

(合計) 
89 

(合計) 
84 

(合計) 
79 

(合計) 
75 

(合計) 
71  

無色ガラス (引渡) 
89 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
84 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
79 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
75 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
71 

(独自処理) 
0 

(合計) 
233 

(合計) 
234 

(合計) 
236 

(合計) 
238 

(合計) 
240  

茶色ガラス (引渡) 
192 

(独自処理) 
41 

(引渡) 
197 

(独自処理) 
37 

(引渡) 
202 

(独自処理) 
34 

(引渡) 
207 

(独自処理) 
31 

(引渡) 
212 

(独自処理) 
28 

(合計) 
581 

(合計) 
581 

(合計) 
581 

(合計) 
581 

(合計) 
581 その他 

ガラス (引渡) 
49 

(独自処理) 
532 

(引渡) 
49 

(独自処理) 
532 

(引渡) 
49 

(独自処理) 
532 

(引渡) 
49 

(独自処理) 
532 

(引渡) 
49 

(独自処理) 
532 

紙パック 27 30 34 39 44 
ダンボール 778 803 828 855 883 

(合計) 
818 

(合計) 
1,102 

(合計) 
1,102 

(合計) 
1,102 

(合計) 
1,102 その他 

紙容器 (引渡) 
0 

(独自処理) 
818 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
1,102 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
1,102 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
1,102 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
1,102 

(合計) 
152 

(合計) 
174 

(合計) 
198 

(合計) 
226 

(合計) 
258 ペット 

ボトル (引渡) 
152 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
174 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
198 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
226 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
258 

(独自処理) 
0 

(合計) 
1,476 

(合計) 
1,868 

(合計) 
1,868 

(合計) 
1,868 

(合計) 
1,868 プラ容器 

包装 (引渡) 
1,476 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
1,868 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
1,868 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
1,868 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
1,868 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

 

 
（うち 
白色ト 
レイ） (引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 

 

  
   上記のうち、ガラス・缶・紙パック・その他紙容器・ダンボールは、各市町集団回収

量を含む。 
 
 
 
 
 



 
〔内訳：中間市〕                                    （単位：ｔ）  

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
スチール缶 113 104 96 89 82 
アルミ缶 74 74 74 74 74 

(合計) 
29 

(合計) 
28 

(合計) 
27 

(合計) 
26 

(合計) 
25  

無色ガラス (引渡) 
29 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
28 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
27 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
26 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
25 

(独自処理) 
0 

(合計) 
63 

(合計) 
65 

(合計) 
67 

(合計) 
69 

(合計) 
71  

茶色ガラス (引渡) 
63 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
65 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
67 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
69 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
71 

(独自処理) 
0 

(合計) 
186 

(合計) 
186 

(合計) 
186 

(合計) 
186 

(合計) 
186 その他 

ガラス (引渡) 
16 

(独自処理) 
170 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
170 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
170 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
170 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
170 

紙パック 9 10 12 14 16 
ダンボール 307 309 311 313 315 

(合計) 
273 

(合計) 
368 

(合計) 
368 

(合計) 
368 

(合計) 
368 その他 

紙容器 (引渡) 
0 

(独自処理) 
273 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
368 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
368 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
368 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
368 

(合計) 
50 

(合計) 
57 

(合計) 
65 

(合計) 
74 

(合計) 
84 ペット 

ボトル (引渡) 
50 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
57 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
65 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
74 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
84 

(独自処理) 
0 

(合計) 
493 

(合計) 
624 

(合計) 
624 

(合計) 
624 

(合計) 
624 プラ容器 

包装 (引渡) 
493 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
624 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
624 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
624 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
624 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0  

（うち 
白色ト 
レイ） (引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
〔内訳：水巻町〕                                    （単位：ｔ）  

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
スチール缶 73 67 62 57 52 
アルミ缶 40 39 38 37 36 

 

 
無色ガラス 

(合計) 
20 

(合計) 
19 

(合計) 
18 

(合計) 
17 

(合計) 
16 

 

 (引渡) 
20 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
19 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
18 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
17 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
0 

(合計) 
51 

(合計) 
51 

(合計) 
52 

(合計) 
53 

(合計) 
54 

茶色ガラス 
(引渡) 
42 

(独自処理) 
9 

(引渡) 
43 

(独自処理) 
8 

(引渡) 
44 

(独自処理) 
8 

(引渡) 
45 

(独自処理) 
8 

(引渡) 
46 

(独自処理) 
8 

(合計) 
128 

(合計) 
128 

(合計) 
128 

(合計) 
128 

(合計) 
128 その他 

ガラス (引渡) 
11 

(独自処理) 
117 

(引渡) 
11 

(独自処理) 
117 

(引渡) 
11 

(独自処理) 
117 

(引渡) 
11 

(独自処理) 
117 

(引渡) 
11 

(独自処理) 
117 

紙パック 7 9 11 14 17 
ダンボール 114 120 126 132 139 

(合計) 
180 

(合計) 
242 

(合計) 
242 

(合計) 
242 

(合計) 
242  

その他 
紙容器 (引渡) 

0 
(独自処理) 

180 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

242 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

242 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

242 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

242 
(合計) 
30 

(合計) 
35 

(合計) 
41 

(合計) 
48 

(合計) 
56 ペット 

ボトル (引渡) 
30 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
35 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
41 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
48 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
56 

(独自処理) 
0 

(合計) 
324 

(合計) 
410 

(合計) 
410 

(合計) 
410 

(合計) 
410  

プラ容器 
包装 (引渡) 

324 
(独自処理) 

0 
(引渡) 
410 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
410 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
410 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
410 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

 

 
（うち 
白色ト 
レイ） (引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〔内訳：芦屋町〕                              （単位：ｔ）  
 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

スチール缶 39 36 33 30 28 
アルミ缶 24 24 24 24 24 

(合計) 
9 

(合計) 
8 

(合計) 
7 

(合計) 
7 

(合計) 
7 

無色ガラス 
(引渡) 

9 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

8 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

7 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

7 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

7 
(独自処理) 

0 
(合計) 
29 

(合計) 
29 

(合計) 
29 

(合計) 
29 

(合計) 
29 

茶色ガラス 
(引渡) 
23 

(独自処理) 
6 

(引渡) 
24 

(独自処理) 
5 

(引渡) 
25 

(独自処理) 
4 

(引渡) 
26 

(独自処理) 
3 

(引渡) 
27 

(独自処理) 
2 

(合計) 
67 

(合計) 
67 

(合計) 
67 

(合計) 
67 

(合計) 
67 その他 

ガラス (引渡) 
5 

(独自処理) 
62 

(引渡) 
5 

(独自処理) 
62 

(引渡) 
5 

(独自処理) 
62 

(引渡) 
5 

(独自処理) 
62 

(引渡) 
5 

(独自処理) 
62 

紙パック 3 3 3 3 3 
ダンボール 114 118 122 126 130 

(合計) 
90 

(合計) 
121 

(合計) 
121 

(合計) 
121 

(合計) 
121 その他 

紙容器 (引渡) 
0 

(独自処理) 
90 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
121 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
121 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
121 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
121 

(合計) 
15 

(合計) 
17 

(合計) 
19 

(合計) 
22 

(合計) 
25 ペット 

ボトル (引渡) 
15 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
17 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
19 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
22 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
25 

(独自処理) 
0 

(合計) 
162 

(合計) 
205 

(合計) 
205 

(合計) 
205 

(合計) 
205 プラ容器 

包装 (引渡) 
162 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
205 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
205 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
205 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
205 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0  

（うち 
白色ト 
レイ） (引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〔内訳：岡垣町〕                                    （単位：ｔ）  
 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

スチール缶 68 62 56 51 46 
アルミ缶 50 51 52 54 56 

(合計) 
19 

(合計) 
18 

(合計) 
17 

(合計) 
16 

(合計) 
15  

無色ガラス (引渡) 
19 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
18 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
17 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
16 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
15 

(独自処理) 
0 

 
茶色ガラス 

(合計) 
55 

(合計) 
55 

(合計) 
55 

(合計) 
55 

(合計) 
55 

 
 

(引渡) 
40 

(独自処理) 
15 

(引渡) 
41 

(独自処理) 
14 
 

(引渡) 
42 

(独自処理) 
13 

(引渡) 
43 

(独自処理) 
12 

(引渡) 
44 

(独自処理) 
11 

(合計) 
121 

(合計) 
121 

(合計) 
121 

(合計) 
121 

(合計) 
121 その他 

ガラス (引渡) 
10 

(独自処理) 
111 

(引渡) 
10 

(独自処理) 
111 

(引渡) 
10 

(独自処理) 
111 

(引渡) 
10 

(独自処理) 
111 

(引渡) 
10 

(独自処理) 
111 

紙パック 5 5 5 5 5 
ダンボール 145 154 163 173 183 

(合計) 
158 

(合計) 
213 

(合計) 
213 

(合計) 
213 

(合計) 
213 その他 

紙容器 (引渡) 
0 

(独自処理) 
158 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
213 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
23 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
213 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
213 

(合計) 
34 

(合計) 
39 

(合計) 
44 

(合計) 
50 

(合計) 
57 ペット 

ボトル (引渡) 
34 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
39 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
44 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
50 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
57 

(独自処理) 
0 

(合計) 
285 

(合計) 
361 

(合計) 
361 

(合計) 
361 

(合計) 
361 プラ容器 

包装 (引渡) 
285 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
361 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
361 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
361 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
361 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

   

 
（うち 
白色ト 
レイ） (引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
〔内訳：遠賀町〕                                    （単位：ｔ）  

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
スチール缶 44 40 36 32 29 
アルミ缶 35 35 35 35 35 

(合計) 
12 

(合計) 
11 

(合計) 
10 

(合計) 
9 

(合計) 
8  

無色ガラス (引渡) 
12 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
11 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
10 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
9 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
8 

(独自処理) 
0 

(合計) 
35 

(合計) 
34 

(合計) 
33 

(合計) 
32 

(合計) 
31  

茶色ガラス (引渡) 
24 

(独自処理) 
11 

(引渡) 
24 

(独自処理) 
10 

(引渡) 
24 

(独自処理) 
9 

(引渡) 
24 

(独自処理) 
8 

(引渡) 
24 

(独自処理) 
7 

(合計) 
79 

(合計) 
79 

(合計) 
79 

(合計) 
79 

(合計) 
79 その他 

ガラス (引渡) 
7 

(独自処理) 
72 

(引渡) 
7 

(独自処理) 
72 

(引渡) 
7 

(独自処理) 
72 

(引渡) 
7 

(独自処理) 
72 

(引渡) 
7 

(独自処理) 
72 

紙パック 3 3 3 3 3 
ダンボール 98 102 106 111 116 

(合計) 
17 

(合計) 
158 

(合計) 
158 

(合計) 
158 

(合計) 
158  

その他紙 
容器 (引渡) 

0 
(独自処理) 

117 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

158 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

158 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

158 
(引渡) 

0 
(独自処理) 

158 
(合計) 
23 

(合計) 
26 

(合計) 
29 

(合計) 
32 

(合計) 
36 ペット 

ボトル (引渡) 
23 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
26 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
29 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
32 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
36 

(独自処理) 
0 

(合計) 
212 

(合計) 
268 

(合計) 
268 

(合計) 
268 

(合計) 
268  

プラ容器 
包装 (引渡) 

212 
(独自処理) 

0 
(引渡) 
268 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
268 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
268 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
268 

(独自処理) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0 

(合計) 
0  

 
（うち 
白色ト 
レイ） 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
0 

(引渡) 
0 

(独自処理) 
0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第

２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込の算定方法 
 ・スチール缶、アルミ缶、ビン類、ペットボトル、白色トレイ、紙パック 
  リサイクルプラザの分別基準適合物ごとの直近年度の処理量に、過去５ヶ年の処理増減率を算出し、

併せて、各市町の集団回収見込み量を加算した。 
     ＝（直近年度の分別基準適合物処理実績×過去５ヶ年処理増減率）＋各市町集団回収見込み量 
   
  ・プラスチック製容器包装 
    管内の平成１７年度可燃ごみ処理量から、平成１６年度全国６都市平均組成調査  （環境省）の組

成比率８．４％をもとにプラスチック製容器包装を推定し、さらに回 収比率、残渣混入比率を勘案

した。 
    20年度     ＝ 平成17年度可燃ごみ × 8.4％ × 協力率80％ × 回収率80％ 
    21年度～24年度 ＝ 平成17年度可燃ごみ × 8.4％ × 協力率90％ × 回収率90％ 
 
 ・紙製容器包装 
    管内の平成１７年度可燃ごみ処理量から、平成１６年度全国６都市平均組成調査  （環境省）の組

成比率５．７％をもとに紙製容器包装を推定し、さらに回収比率、残 渣混入比率を勘案した。 
    20年度     ＝ 平成17年度可燃ごみ × 5.7％ × 協力率50％ × 回収率80％ 
    21年度～24年度 ＝ 平成17年度可燃ごみ × 5.7％ × 協力率60％ × 回収率90％ 
 
10．分別収集を実施する者に関する基本的な事項    （法第８条第２項第５号） 
   分別収集の実施主体は、以下に示すとおりである。   

容器包装廃 
棄物の種類 

収集に係る 
分別の区分 

収 集・運 搬 
段   階 

選 別・保 管 等 
段   階 

スチール缶 
アルミ缶 
無色びん 
茶色びん 
その他びん 

 
資源ごみ 

(びん・缶) 

 
委託業者等による 

指定日回収 

紙パック 紙パック（拠点回収） 
ペットボトル ペットボトル（拠点回

収） 食品トレイ 食品トレｲ（拠点回収） 

委託業者による 
随時収集 

プラスチック 
製容器包装 

資源ごみ 
(プラスチック 
製容器包装) 

 
（リサイクルプラザで 
選別・圧縮・保管） 

 
 
 

（リレーセンターで 
圧縮、中継処理） 

その他紙製容器

包装 

 

段ボール 可燃ごみ 

 
委託業者等による 

指定日回収 
 

 

 
    なお、各市町での自治会や子供会の集団回収が進んでいる容器包装（スチール缶・アルミ缶・茶色び

ん・その他びん・紙パック・段ボール）については、今後も積極的に取り組み資源化を推進する。 
 
 
 
 



 
11．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 
    定期収集並びに拠点回収した容器包装類（ビン・カン、紙パック、ペットボトル、食品トレイ、プラ

スチック製容器包装）は、リサイクルプラザにおいて選別・圧縮・保管しているが、必要に応じて施設

整備についての検討を行う。 
 
 
12．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第２項第７号） 
    分別収集計画が実効あるものとするため、次の取り組みをすすめる。 
 (1) 管内住民の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進めていくため、

廃棄物減量等推進審議会を設置し、推進体制を整備する。 
  (2) 自治会・団体等の資源集団回収に対する支援を継続して実施する。 
  (3) 容器包装廃棄物が排出されたとき、分別の区分と分別の基準に従って適正に排出されるように、組

合、関係市町の広報誌、ホームページ等を活用した広報を積極的に行う。 
  (4) 分別収集計画記載事項の実績を検証し、３年後の計画改定時に反映させる。 
 
 


